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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 7月 2日 (2007.7.2)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 患 者 に 飽 満 感 じ を 生 じ さ せ る よ う に 予 め 決 め ら れ た パ ラ メ ー タ を 有 す る 刺 激
性 電 気 信 号 を 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え る こ と に よ り 、 患 者 の 迷 走 神 経 の 双 方 を 刺 激 す る 刺 激
手 段 を 有 す る 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 を 間 欠 的 に 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え る 請
求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 の 断 続 的 印 加 が 慢 性 で あ る 請 求 項 ２ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装
置 。
【 請 求 項 ４ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 を 連 続 的 に 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え る 請
求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 患 者 の 生 物 学 的 サ イ ク ル に よ る 慣 習 的 な 食 事 時 間 の 間 に 、
前 記 刺 激 性 電 気 信 号 を 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え る 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 患 者 に よ っ て 管 理 さ れ た 外 部 開 始 信 号 の 配 給 に よ り 、 前 記
刺 激 性 電 気 信 号 を 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え る 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 同 じ 刺 激 性 電 気 信 号 を 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え る 請 求 項 １ 記
載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 左 の 迷 走 神 経 に 印 加 さ れ る 刺 激 性 電 気 信 号 と は 異 な る 刺 激
性 電 気 信 号 を 右 の 迷 走 神 経 に 印 加 す る 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】 左 右 の 迷 走 神 経 を 刺 激 す る た め に 、 別 々 の 神 経 刺 激 因 子 ジ ェ ネ レ ー タ を 使 用
す る こ と を 含 む 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】 患 者 に 別 々 の 神 経 刺 激 因 子 ジ ェ ネ レ ー タ を 注 入 す る こ と を 含 む 請 求 項 ９ 記
載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】 双 方 の 迷 走 神 経 を 刺 激 す る た め に 、 患 者 に 神 経 刺 激 因 子 ジ ェ ネ レ ー タ 装 置
を 注 入 す る こ と を 含 む 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 を 、 横 隔 膜 上 の 左 右 の 迷 走 神 経 に 加
え る 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】 所 定 の 嘔 吐 レ ベ ル よ り 低 い 電 流 値 に よ り 、 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 が 特 徴 づ け
ら れ る 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 が 、 所 定 の オ ン オ フ デ ュ ー テ ィ サ イ ク ル を 有 す る パ ル
ス 信 号 で あ る 請 求 項 １ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。



【 請 求 項 １ ５ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 デ ュ ー テ ィ サ イ ク ル の Ｏ Ｎ 位 置 の 間 及 び デ ュ ー テ ィ サ イ
ク ル の Ｏ Ｆ Ｆ 位 置 で な い 間 に パ ル ス が 印 加 さ れ る よ う に 、 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 を 連 続 的 に
左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え る 請 求 項 １ ４ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】 左 右 の 迷 走 神 経 を 刺 激 す る た め に 、 別 々 の 神 経 刺 激 因 子 ジ ェ ネ レ ー タ を 使
用 す る こ と を 含 む 請 求 項 １ ４ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】 左 右 の 迷 走 神 経 を 刺 激 す る た め に 、 別 々 の 神 経 刺 激 因 子 ジ ェ ネ レ ー タ を 患
者 に 注 入 す る こ と を 含 む 請 求 項 １ ５ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 を 、 横 隔 膜 上 の 左 右 の 迷 走 神 経 に 加
え る 請 求 項 １ ５ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】 前 記 刺 激 性 電 気 信 号 の パ ラ メ ー タ の う ち の １ つ が 、 患 者 に 嘔 吐 を 生 じ さ せ
る 所 定 の 信 号 レ ベ ル よ り 下 の パ ル ス 電 流 値 で あ る 請 求 項 １ ５ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】 パ ル ス 信 号 が 、 ６ ｍ ａ ま で の パ ル ス 電 流 値 を 有 す る 請 求 項 １ ５ 記 載 の 肥 満
の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】 パ ル ス 信 号 が 、 ５ ０ ０ ｍ ｓ ま で の パ ル ス 幅 を 有 す る 請 求 項 ２ ０ 記 載 の 肥 満
の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】 パ ル ス 信 号 が 、 ３ ０ Ｈ ｚ の 反 復 周 波 数 を 有 す る 請 求 項 ２ １ 記 載 の 肥 満 の 治
療 装 置 。
【 請 求 項 ２ ３ 】 パ ル ス 信 号 が 、 １ ： １ ． ８ の Ｏ Ｎ ／ Ｏ Ｆ Ｆ 比 を 有 す る デ ュ ー テ ィ サ イ ク ル
を 有 す る 請 求 項 ２ ２ 記 載 の 肥 満 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ ４ 】 パ ル ス が 連 続 的 に 印 加 さ れ る 第 １ の 期 間 と パ ル ス が 印 加 さ れ な い 第 ２ の 期
間 と を 交 互 に 行 う 所 定 の シ ー ケ ン ス の 電 気 パ ル ス に て 、 患 者 の 左 右 の 迷 走 神 経 枝 を 同 時 に
刺 激 す る 刺 激 手 段 を 有 す る 強 迫 神 経 症 過 食 患 者 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ ５ 】 前 記 刺 激 手 段 は 、 横 隔 膜 上 の 位 置 の 迷 走 神 経 に 電 気 パ ル ス を 印 加 す る 請 求
項 ２ ４ 記 載 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ ６ 】 前 記 パ ル ス が 、 ６ ｍ ａ を 超 え な い 電 流 値 を 有 す る 請 求 項 ２ ５ 記 載 の 治 療 装
置 。
【 請 求 項 ２ ７ 】 前 記 電 流 値 は 、 患 者 に 嘔 吐 を 誘 発 す る レ ベ ル 未 満 で あ る よ う に 予 め 選 択 さ
れ て い る 請 求 項 ２ ６ 記 載 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ ８ 】 前 記 パ ル ス が 、 ５ ０ ０ ｍ ｓ を 超 え な い 幅 を 有 す る 請 求 項 ２ ７ 記 載 の 治 療 装
置 。
【 請 求 項 ２ ９ 】 前 記 パ ル ス が 、 ３ ０ Ｈ ｚ の 反 復 周 波 数 を 有 す る 請 求 項 ２ ８ 記 載 の 治 療 装 置
。
【 請 求 項 ３ ０ 】 前 記 第 ２ の 期 間 が 、 前 記 第 １ の 期 間 の １ ． ８ 倍 の 長 さ で あ る 請 求 項 ２ ９ 記
載 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ １ 】 パ ル ス が 連 続 的 に 印 加 さ れ る 第 １ の 期 間 と パ ル ス が 印 加 さ れ な い 第 ２ の 期
間 と を 交 互 に 行 う 所 定 の シ ー ケ ン ス の 電 気 パ ル ス に て 、 患 者 の 左 右 の 迷 走 神 経 枝 を 同 時 に
刺 激 す る 注 入 型 神 経 刺 激 手 段 と 、 横 隔 膜 上 の 位 置 の 左 右 の 迷 走 神 経 枝 に 着 床 す る 電 極 手 段
と 、 を 有 す る 強 迫 神 経 症 摂 食 無 秩 序 患 者 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ ２ 】 前 記 神 経 刺 激 手 段 は 、 ６ ｍ ａ を 超 え な い 調 整 可 能 な 電 流 値 の パ ル ス を 発 生
さ せ る 請 求 項 ３ １ 記 載 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ ３ 】 前 記 神 経 刺 激 手 段 は 、 ５ ０ ０ ｍ ｓ を 超 え な い 調 整 可 能 な 幅 の パ ル ス を 発 生
さ せ る 請 求 項 ３ ２ 記 載 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ ４ 】 前 記 神 経 刺 激 手 段 は 、 ３ ０ Ｈ ｚ の 反 復 周 波 数 の パ ル ス を 発 生 さ せ る 請 求 項
３ ３ 記 載 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ ５ 】 前 記 第 ２ の 期 間 が 、 前 記 第 １ の 期 間 の １ ． ８ 倍 の 長 さ に 調 整 さ れ た 請 求 項
３ ４ 記 載 の 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ ６ 】 前 記 電 気 信 号 が 同 期 を と っ て 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え ら れ る 請 求 項 １ 記 載 の
治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ ７ 】 前 記 電 気 信 号 が 同 期 を と ら な い で 左 右 の 迷 走 神 経 に 加 え ら れ る 請 求 項 １ 記
載 の 治 療 装 置 。
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【 請 求 項 ３ ８ 】 前 記 電 気 信 号 が 、 胃 ま た は 他 の 内 臓 器 官 を 間 接 的 に 刺 激 す る こ と に よ り 左
右 の 迷 走 神 経 に 加 え ら れ る 請 求 項 １ 記 載 の 治 療 装 置 。
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